
水災害対策プラン （いわた流域治水共創プロジェクト） の概要 

・気候変動による将来的な降雨量の増加も踏まえ、河川及び流域での長期的な対策の取組みを念頭に、 

近年発生した洪水に対して、浸水被害等の軽減を図るための施策をまとめたものです。 

・静岡県は、流域治水の考え方に基づき、特に浸水被害が著しい流域や令和４年台風第15号による 

浸水被害が大きかった地域など、県内15流域（21地区）を「重点対策流域」に位置付け、流域市 

町とともに「水災害対策プラン」の策定に取り組んでいます。 

・本市では、太田川流域の「仿僧川・今ノ浦川流域」、「敷地川流域」、天竜川流域の「一雲済川流域」 

において、水災害対策プランを策定し、河川管理者による河川改修を進めることはもとより、住民一人ひとりに至 

るまで流域のあらゆる関係者が、浸水被害の実態や原因、対策の目標について認識を共有しながら、各々が取り組 

むべき「流域治水」の実現を図るための対策を、短期的な取組と長期的な取組に位置づけ、それぞれの目標達成を 

目指します。 

・近年の気候変動等の影響により、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化するなど毎年各地で水害に 

よる大きな被害が頻発しています。 

・国土交通省による試算では、現在の気候に対し、気温が２度上昇した場合の降雨量は1.1倍になる 

と推定され、洪水発生頻度も約２倍になるとも示されています。 

・住民一人ひとりに至るまで流域のあらゆる関係者が主体的かつ協働し、流域全体で行う持続可能な 

治水対策である「流域治水」への転換が必要です。 

・流域治水は、地域の特性に応じ､①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるための対策、③被

害の軽減、早期復旧・復興のための対策を、ハード対策・ソフト対策一体で多層的に強力に推し進めていくものです。

・静岡県と本市が連携し策定した水災害対策プランのうち本市が取り組む対策です。 

・関係部署で、それぞれ計画した目標を達成するため、共創により対策に取り組んでいき 

ます。 

・住民一人ひとりに至るまで流域のあらゆる関係者が、水害リスクを自分事と捉え、浸水 

被害の軽減について考え行動しましょう。 

■令和４年台風第15号における浸水被害の原因 
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■水災害対策プラン（いわた流域治水共創プロジェクト）の目標と取組の考え方

■いわた流域治水共創プロジェクト ～ みんなで減らそう‼浸水被害 ～ と

■水災害対策プランとは 

■流域治水とは 

いわた流域治水

共創プロジェク

ト

仿僧川・今ノ浦川流域 

・今ノ浦川では、ポンプ場の排水能力不足や、今ノ浦大橋～中川橋間の河川流下能力の不足による接続水路の排水不良

により、地盤の低い地域を中心に内水氾濫が発生しました。 

・磐田久保川、半ノ池川では、河川流下能力の不足による外水氾濫、また背水の影響で接続水路が溢水し、内水氾濫が

発生しました。 

一雲済川流域 

・令和４年台風第15号の総雨量（豊岡雨量観測所）は、観測史上最大のもので、河川計画上想定する降雨をはるかに

上回りました。 

・上野部地区（上野部川・雨垂川）では、河川の流下能力不足に起因する外水氾濫（越水・溢水）が発生しました。 

・下野部地区（一雲済川・田川沢）では、外水氾濫に加え、周辺に比べ地盤高が低いこと等による内水氾濫（排水不良）

が発生しました。 

敷地川流域 

・下田橋付近で上流から流下してきた大量の流木が堆積したことで、流れが阻害されました。 

・河川の流下能力を大きく上回る水が流れた結果、流下能力の低い八十田橋～稗田橋間において越水し、堤防を乗り越

えた水が堤防の背面を徐々に削り取って堤防が決壊したと考えられます。 

・気候変動による「これまでに経験したことのない集中豪雨が発生する」という認識のも

と、河川管理者による河川改修を進めることはもとより、国・県をはじめとする関係機関や

企業、住民一人ひとりに至るまで流域のあらゆる関係者が、浸水被害の実態や原因、対策の

目標について認識を共有し、流域全体が一体となった治水対策を協働して取り組む「流域治

水」による対策を推進することとし、令和４年台風第 15 号、令和５年台風第２号と同規

模の降雨や河川整備における将来計画の降雨量の1.1 倍の降雨に対して、壊滅的な被害を

回避するため、「家屋浸水被害（床上）や道路冠水等の浸水被害の軽減、逃げ遅れによる人

的被害をなくすこと、氾濫発生後の社会機能を早期に回復すること」などを目標とし、河川

対策や流域対策のハード対策と避難対策や復旧対策などのソフト対策に取り組み、それぞ

れの対策を達成することを目標としています。

■水災害対策プラン（いわた流域治水共創プロジェクト）の取組内容

・氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策としては、雨水を速やかに排除するため、河川等の流下能力を向上させる

対策、流出量のピーク及び総量を減少させ、河川への流出を抑制する対策が挙げられ、具体的には、主に河川（河道）

の流下能力の維持向上や流域内における雨水貯留・浸透機能拡大のための雨水貯留浸透施設の整備などが該当します。

・本プランに位置付ける施策の検討にあたって、長期的な取組においては、現時点で考え得る各管理者の治水対策を設

定し、短期的な取組においては、今後10年間で実施する、現時点で考えられる具体的な実施内容（規模、数量等）を

設定しました。ただし、流域内での雨水貯留・浸透機能の拡大等については、実施者の「協力」のもと行う施策もある

ため、行政機関が実施者となる場合は具体的な対策を設定するが、住民等が実施者となる場合は、当該施策が推進され

るための環境整備に必要な対策内容を設定します。 

水害リスクを 自分事と捉え 考え行動しよう‼



■水災害対策プラン（いわた流域治水共創プロジェクト）の今後の進め方

・対策効果の早期発現のため、「水災害対策プラン（いわた治水共創プロジェクト）」に位置付けた取組を実施する一方

で、引き続き協議会を開催し、PDCAサイクルによる対策の実施、毎年の進捗管理と中間年次における効果検証、必要

に応じてプランの見直しを行いながら、目標の確実な達成に向けて関係部署が連携して取り組みます。 

・今後更なる流域対策の推進を図るため、「氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策」には「新たな流域対策の掘り起こし」

を施策に位置付け、全国的な事例や新たな知見を踏まえ、新たな流域対策の検討を行います。 

・取組期間中に、短期的な取組の対象外力を上回る規模の水害が発生した場合、当該水害を分析の上、水災害対策プラ

ンの対象外力の見直しも含め、プランの検証（PDCA）を行います。 
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■プランに位置付けた主な取組


